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○特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第七条第一項及び第八条第一

項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法 

(平成二十五年三月二十九日) 

(厚生労働省告示第九十一号) 

改正 平成二九年 八月 一日厚生労働省告示第二六七号 

令和 五年 三月三一日同      第一四五号 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七

号)第七条第一項及び第八条第一項の規定に基づき、特定健康診査及び特定保健指導の実施

に関する基準第七条第一項及び第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保

健指導の実施方法を次のように定め、平成二十五年四月一日から適用し、特定健康診査及

び特定保健指導の実施に関する基準第七条第一項及び第八条第一項の規定に基づき厚生労

働大臣が定める特定保健指導の実施方法(平成二十年厚生労働省告示第九号)は、平成二十

五年三月三十一日限り廃止する。ただし、この告示の適用前に実施された特定健康診査(高

齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特

定健康診査をいう。)の結果に基づく特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をいう。)

については、なお従前の例による。 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第1項及び第8条第1項の規

定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以

下「実施基準」という。)第7条第1項の規定に基づき動機付け支援の実施について厚生労働

大臣が定める方法(以下「動機付け支援の実施方法」という。)は、第1に掲げるとおりと

し、実施基準第8条第1項の規定に基づき積極的支援の実施について厚生労働大臣が定める

方法(以下「積極的支援の実施方法」という。)は、第2に掲げるとおりとする。なお、令和

12年3月31日までの間は、第1の2の(4)のウ並びに第2の2の(5)及び(15)のウ中「保健師又は

管理栄養士」とあるのは「保健師、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を

有する看護師」とする。 

第1 動機付け支援の実施方法 

1 支援期間及び頻度 

原則1回の支援とすること。ただし、特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法

律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する特定健康診査

をいう。以下同じ。)の結果(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基
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づき行われる特定健康診査に相当する健康診断の結果を含む。以下同じ。)の一部が判

明している場合であって、当該結果に基づき動機付け支援対象者(実施基準第7条第2項

に規定する動機付け支援対象者をいう。以下同じ。)に該当すると見込まれる者に対

し、特定健康診査を受診した日から一週間以内に面接による支援を行う場合には、当

該支援の内容を分割して行うことができる。 

2 支援内容及び支援形態 

(1) 動機付け支援対象者が、自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、

自ら目標を設定し行動に移すことができる内容とすること。 

(2) 特定健康診査の結果及び食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養習慣その他の生活習

慣の状況に関する調査の結果を踏まえ、面接による支援及び実績評価(行動計画の策

定の日から3月以上経過した後に行う評価をいう。以下同じ。)を行うこと。 

(3) 面接による支援(面接による支援の内容を分割して行う場合においては、特定健

康診査を受診した日から一週間以内に行う面接による支援及び特定健康診査の結果

の全てが判明した後に行う支援とを合わせたもの)は、次に掲げる事項に留意して行

うこと。 

ア 生活習慣と特定健康診査の結果との関係を理解すること、生活習慣を振り返る

こと、メタボリックシンドロームや生活習慣病に関する知識を習得すること及び

それらが動機付け支援対象者本人の生活に及ぼす影響の認識等から、生活習慣の

改善の必要性について説明すること。 

イ 生活習慣を改善する場合の利点及び改善しない場合の不利益について説明する

こと。 

ウ 食事、運動等、生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指導をするこ

と。 

エ 動機付け支援対象者の行動目標や実績評価の時期の設定について支援するとと

もに、生活習慣を改善するために必要な社会資源を紹介し、有効に活用できるよ

うに支援すること。 

オ 体重及び腹囲の計測方法について説明すること。 

カ 動機付け支援対象者に対する面接による指導の下に、行動目標及び行動計画を

作成すること。 

キ 支援形態は、1人当たり20分以上の個別支援又は1グループ(1グループはおおむ

ね8人以下とする。)当たりおおむね80分以上のグループ支援とすること。ただ
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し、面接による支援の内容を分割して行う場合において、特定健康診査の結果の

全てが判明した後に行う支援については、面接に代えて、電話等により行うこと

ができる。 

(4) 実績評価は、次に掲げる事項に留意して行うこと。 

ア 実績評価は、個々の動機付け支援対象者に対する特定保健指導(法第18条第1項

に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)の効果について評価するものである

こと。 

イ 設定した行動目標が達成されているかどうか並びに身体状況及び生活習慣に変

化が見られたかどうかについての評価を行うこと。 

ウ 必要に応じて評価時期を設定して動機付け支援対象者が自ら評価するととも

に、行動計画の策定の日から3月以上経過した後に医師、保健師又は管理栄養士

による評価を行い、評価結果について動機付け支援対象者に提供すること。 

エ 実績評価は、面接又は通信(電話又は電子メール、FAX、手紙等(以下「電子メ

ール等」という。)をいう。以下同じ。)により行い、評価結果について動機付け

支援対象者に提供すること。 

第2 積極的支援の実施方法 

1 支援期間及び頻度 

(1) 初回に面接による支援を行うこと。ただし、特定健康診査の結果の一部が判明し

ている場合であって、当該結果に基づき積極的支援対象者(実施基準第8条第2項に規

定する積極的支援対象者をいう。以下同じ。)に該当すると見込まれる者に対し、特

定健康診査を受診した日から一週間以内に初回の面接による支援を行う場合には、

当該支援の内容を分割して行うことができる。 

(2) 積極的支援対象者に対し、初回の面接による支援(面接による支援の内容を分割

して行う場合においては、特定健康診査の結果の全てが判明した後に行う支援を含

む。以下この(2)において同じ。)が終了した後、3月以上の継続的な支援を行うこ

と。ただし、積極的支援対象者のうち、前年度において、積極的支援対象者であ

り、かつ、前年度において積極的支援(3月以上の継続的な支援を含むものに限る。)

を終了した者であって、当該年度の特定健康診査の結果において、前年度の特定健

康診査の結果と比べて、腹囲及び体重の値が一定程度減少していると認められるも

のについては、初回の面接による支援が終了した後、必要に応じた支援又は3月以

上の継続的な支援を行うこと。 
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2 支援内容及び支援形態 

(1) 積極的支援対象者が、自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、生

活習慣の改善に向けた自主的な取組を継続して行うことができる内容とし、積極的

支援対象者の身体状況及び生活習慣の改善を重視して支援を行うこと。 

(2) 特定健康診査の結果及び食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養習慣その他の生活習

慣の状況に関する調査の結果を踏まえ、積極的支援対象者の生活習慣や行動の変化

(以下「行動変容」という。)の状況を把握し、当該年度及び過去の特定健康診査の

結果等を踏まえ、積極的支援対象者が自らの身体状況の変化を理解できるよう促す

こと。 

(3) 積極的支援対象者の健康に関する考え方を受け止め、積極的支援対象者が考える

将来の生活像を明確にした上で、行動変容の必要性を実感できるような働きかけを

行い、具体的に実践可能な行動目標を積極的支援対象者が選択できるよう支援する

こと。 

(4) 積極的支援対象者が具体的に実践可能な行動目標について、優先順位を付けなが

ら、積極的支援対象者と一緒に考え、積極的支援対象者自身が選択できるよう支援

すること。 

(5) 医師、保健師又は管理栄養士は、積極的支援対象者が行動目標を達成するために

必要な特定保健指導支援計画を作成し、積極的支援対象者の生活習慣や行動の変化

の状況の把握及びその評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援計画の変更等を

行うこと。 

(6) 特定保健指導実施者(実施基準第8条第1項第2号の規定に基づき、積極的支援対象

者に対し、生活習慣の改善のための取組に資する働きかけに関する支援を相当な期

間継続して行う者をいう。(12)のエにおいて同じ。)は、積極的支援対象者が行動を

継続できるように定期的に支援すること。 

(7) 積極的支援を終了する時には、積極的支援対象者が生活習慣の改善が図られた後

の行動を継続するよう意識付けを行う必要があること。 

(8) 初回の面接による支援(面接による支援の内容を分割して行う場合においては、

特定健康診査を受診した日から一週間以内に行う面接による支援及び特定健康診査

の結果の全てが判明した後に行う支援とを合わせたもの)は、第1の2の(3)に掲げる

事項に留意して行うこと。この場合において、第1の2の(3)中「動機付け支援対象

者」とあるのは、「積極的支援対象者」とする。 
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(9) 3月以上の継続的な支援については、(11)、(12)及び(14)に規定する方法により算

定するポイントの合計で特定保健指導の終了を判断することとし、合計で180ポイ

ント以上の支援を行うことを最低条件とすること。 

(10) 支援の方法は、次に掲げるものとすること。 

ア 積極的支援対象者の過去の生活習慣及び行動計画の実施状況を踏まえ、積極的

支援対象者の必要性に応じた支援をすること。 

イ 食事、運動等の生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指導をするこ

と。 

ウ 進捗状況に関する評価として、積極的支援対象者が実践している取組内容及び

その結果についての評価を行い、必要があると認めるときは、行動目標及び行動

計画の再設定を行うこと。 

エ 行動計画の実施状況について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づ

いて支援を行うこと。 

(11) 積極的支援対象者の身体状況及び生活習慣の改善に係るポイントの算定及びそ

の要件は、次に掲げるものとすること。 

ア 実績評価を行う時点において、当該年度の特定健康診査の結果と比べて、腹囲

が２センチメートル以上かつ体重が２キログラム以上減少したと認められた者又

は体重が当該年度の特定健康診査の体重の値に0.024 を乗じて得た値(キログラ

ム)以上かつ腹囲が当該値(センチメートル)以上減少したと認められた場合 180

ポイント 

イ 実績評価を行う時点において、当該年度の特定健康診査の結果と比べて、腹囲

が１センチメートル以上かつ体重が１キログラム以上減少したと認められた場合 

20ポイント 

ウ 特定保健指導により食習慣の改善が認められた場合 20ポイント 

エ 特定保健指導により運動習慣の改善が認められた場合 20ポイント 

オ 特定保健指導により喫煙習慣の改善(禁煙)が認められた場合 30ポイント 

カ 特定保健指導により休養習慣の改善が認められた場合 20ポイント 

キ 特定保健指導によりその他の生活習慣の改善が認められた場合 20ポイント 

 (12) 支援の方法に係るポイントの算定及びその要件は、次に掲げるものとするこ

と。 

ア 個別支援は、1回当たり70ポイントとすること。ただし、支援1回当たり10分間
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以上の支援を行うこと。 

イ グループ支援(1グループはおおむね8人以下とする。)は、1回当たり70ポイント

とすること。ただし、支援1回当たり40分間以上の支援を行うこと。 

ウ 電話支援は、1回当たり30ポイントとすること。ただし、支援1回当たり5分間

以上の支援を行うこと。 

エ 電子メール支援は、1往復(特定保健指導実施者と積極的支援対象者の間で支援

に必要な情報の共有を図ることにより支援を完了したと当該特定保健指導実施者

が判断するまで、電子メール等を通じて支援に必要な情報のやり取りを行うこと

をいう。以下同じ。)の支援を１回とし、１回当たり30ポイントとすること。 

(13) 支援の方法に係るポイントの算定は、次に掲げる事項に留意して行うこと。 

ア 同日に複数の支援を行った場合は、いずれか1つの支援のみをポイントの算定

対象とすること。また、同日に同一の支援を複数回行った場合であっても、ポイ

ントの算定対象となるのは1回の支援のみであること。 

イ 特定保健指導と直接関係のない情報(次回の支援の約束や雑談等、特定保健指導

の実施と直接関わりがない情報をいう。)のやり取りはポイントの算定対象としな

いこと。 

ウ 電話支援又は電子メール支援を行うに当たり、行動計画の作成及び提出を依頼

するための電話又は電子メール等によるやり取りは、ポイントの算定対象としな

いこと。 

(14)  特定保健指導の初回の面接による支援に係るポイントの算定及びその要件は、

次に掲げるものとすること。 

ア 特定健康診査を受診した日に初回の面接による支援を行った場合 20ポイント 

イ 特定健康診査を受診した日から一週間以内に初回の面接による支援を行った場

合 10ポイント 

 (15) 実績評価は、次に掲げる事項に留意して行うこと。 

ア 実績評価は、個々の積極的支援対象者に対する特定保健指導の効果について評

価するものであること。 

イ 設定した行動目標が達成されているかどうか並びに身体状況及び生活習慣に変

化が見られたかどうかについての評価を行うこと。 

ウ 必要に応じて評価時期を設定して積極的支援対象者が自ら評価するとともに、

3月以上の継続的な支援が終了した後(3月以上の継続的な支援を行わない場合にお
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いては、行動計画の策定の日から3月以上経過した後)に医師、保健師又は管理栄

養士による評価を行い、評価結果について積極的支援対象者に提供すること。 

エ 実績評価は、面接又は通信を利用し、積極的支援対象者に提供すること。 

オ 実績評価は、第2の1の(2)に掲げるところにより行う支援の最終回とともに実施

しても構わないこと。 

改正文 (平成二九年八月一日厚生労働省告示第二六七号) 抄 

平成三十年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に実施された特定健康診

査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定す

る特定健康診査をいう。)の結果に基づく特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をい

う。)については、なお従前の例による。 

改正文 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一四五号) 抄 

令和六年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に実施された特定健康診査

(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する

特定健康診査をいう。)の結果に基づく特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をい

う。)については、なお従前の例による。 

 


